
別紙１ 

仕様書 

 

１ 業務名 

  水道施設自家用電気工作物保安管理業務（北部事務所管内） 

２ 実施場所 

（１）下関市豊北町大字粟野字丸山２３１２番地１ 市の瀬水源地 

（２）下関市豊北町大字粟野字懸口２５１５番地１ 小河内水源地 

（３）下関市豊浦町大字川棚字定力４１４９番地１ 川棚浄水場 

（４）下関市豊田町大字楢原７番地 楢原浄水場 

（５）下関市菊川町大字田部字下宵６５１番地 菊川浄水場 

（６）下関市豊田町大字矢田字堤ヶ浴８６番地  

 庭田第一中継ポンプ場 

（７）下関市豊田町大字庭田字原田３５４番地  

 庭田第二中継ポンプ場 

（８）下関市大字吉見上７２５ 

 吉見ポンプ場（令和８年１１月１日から）  

３ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 実施内容        

（１）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４３条、同施行規則

第５２条の２、その他関係法令等を遵守し、対象事業場における自

家用電気工作物の維持管理及び運用に関する業務を実施するもの

とする。 

（２）自家用電気工作物の設置又は変更の工事（以下「工事」という。）

が発生したときは、当該工事に関する業務も実施するのとする。  

（３）業務の実施に当たっては別紙２「特記仕様書」に基づき、点検、

測定及び試験を実施するものとする。 

５ 施設の概要 

  別紙３「施設概要」のとおりとする。 

６ 点検の種類、実施回数等 



  点検の種類、実施回数等は別紙２「特記仕様書」のとおりとする。 

７ 提出書類 

本契約において提出する書類は、書面又は電子データにより１部提

出すること。 

（１）契約締結後速やかに提出する書類 

   業務計画書（業務概要、電気主任技術者の資格が確認できる免状 

   の写し及び雇用関係が確認できるものの写し、業務実施工程表、

緊急連絡体制） 

（２）毎月の業務完了時に提出する書類 

  点検結果成果報告書 

８ 実施に当たっての注意事項 

（１）受託者は、契約締結後、外部委託承認申請に必要な手続き書類を

作成し、速やかに監督省庁へ提出することとし、当該申請及び届出

に係る費用は、契約金額に含むものとする。ただし、受託者が前年

度に引続き同一のものである場合は、この申請及び届出を省略で

きるものとする。 

（２）別紙３「施設概要」のうち高圧受電施設には、絶縁監視装置の設

置を行い、２４時間の監視体制及び緊急保守体制を確保すること。 

（３）絶縁監視装置の設置、維持管理及び撤去は受注者において実施し、

これらにかかる諸費用一切は受注者の負担とする。  

（４）受託者は、業務の履行前に委託者と協議することとし、協議の結

果において委託者が詳細な説明を求めた場合、受託者は、速やかに

細目書その他必要な書類を作成し、提出するものとする。  

（５）安全管理を徹底すること。 

（６）委託者と事前に充分な打ち合わせを行うこと。  

（７）業務に必要な仮設器材及び停電時に使用する発電機は、受託者の

負担とする。 

（８）監視制御設備用として、川棚浄水場に２台、楢原浄水場及び菊川

浄水場に各１台発電機（１．６kW）を配置すること。 

（９）業務の実施に伴う処理又は点検の結果等は、委託者に報告するこ



と。 

（10）前号の点検において、電気事業法で定める技術基準に適合しない

事項又は適合しないおそれがあるときは、ただちに委託者に報告

するものとし、双方協議の上、その処置を決定するものとする。  

（11）点検等で発見された不具合等の処置について、軽微なもの及び即

日復旧可能な整備、調整については、受託者が行うものとする。 

（12）鍵の受け渡し方法及び返却方法については、委託者と協議し決定

する。 

（13）受託者の責により、委託者に損害を与えた場合は、当該損害を全

額負担の上、これを補償しなければならない。 

１０ その他 

（１）書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去すること

のできる筆記用具（消せるボールペン等）は使用しないこと。  

（２）この仕様書に定めのない事項については、その都度双方協議の上、

解決するものとする。 

以上 

 


